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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　混合物全量基準で、建設工事や土木工事にかかる掘削工事において発生した産業廃棄物
であり無機汚泥であるｐＨ１１．５の建設汚泥と、無水石膏として廃石膏ボードを再生さ
せたもの８質量％と、セメント１質量％のみの混合物が粒状化および乾燥硬化した多孔質
の固化物であり、且つ、セシウムイオン吸着用である
　吸着材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は吸着材に関する。詳しくは、例えば、放射性物質を吸着する吸着材に係るもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　原子力発電所などにおいて事故が発生すると、セシウムなどの放射性物質が大気中に飛
散してしまう。
　そして、飛散した放射性物質は土壌や海中に入り込み、いわゆる「土壌汚染」や「海洋
汚染」として問題視される。
【０００３】
　そこで、様々な除染方法が提案されている。
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　例えば特許文献１には、放射性セシウムを除去する除染方法が記載されている。すなわ
ち、特許文献１に記載の除染方法は、（Ａ）放射性セシウムとともに、他のアルカリ金属
の化合物を含有する水溶液をゼオライトに接触させ、放射性セシウムを、他のアルカリ金
属とともにゼオライトに吸着させる工程と、（Ｂ）放射性セシウムおよび他のアルカリ金
属を吸着したゼオライトを水で処理し、他のアルカリ金属の少なくとも一部を溶出させる
工程と、（Ｃ）他のアルカリ金属の少なくとも一部を溶出させたゼオライトに、放射性セ
シウムおよび他のアルカリ金属を含有する水溶液を接触させ、その水溶液中の放射性セシ
ウムを、他のアルカリ金属とともにゼオライトに吸着させる工程とを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１１７４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながらゼオライトは、一旦吸着した物質を、例えば所定温度以上になると放出し
てしまい、特に被吸着物が放射性物質である場合には、このような放出は問題である。
　従って、ゼオライトに代わる優れた吸着能を有する吸着材が求められていた。
【０００６】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであり、優れた吸着能を有する吸着材を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明の吸着材は、汚泥に、骨材とセメントと石膏と真
砂土のうち少なくとも１つを混合して得られた混合物を、粒状化し且つ炭素を含む被燃焼
物が燃焼して発生した燃焼ガスに接触させて得られた、粒状であり且つ多孔質の固化物を
含む。
【０００８】
　ここで、汚泥を用いることによって、汚泥中に生息していた微生物を吸着に利用するこ
とができる。
　また、粒状の固化物によって、固化物を集合体として用いた時に固化物間に隙間を形成
しやすくなり、形成した隙間に被吸着物を吸着することができる。
【０００９】
　また、本発明の吸着材において、汚泥は建設汚泥であり、固化物は、建設汚泥に無水石
膏とセメントを混合して得られた混合物を、粒状化し且つ炭素を含む被燃焼物が燃焼して
発生した燃焼ガスに接触させて得られたものであり、セシウム吸着用であるものとするこ
とができる。
　また、このとき、無水石膏の質量比は、混合物全量基準で７～８質量％であり、セメン
トの質量比は、混合物全量基準で１～２質量％であるものとすることができる。
【００１０】
　また、本発明の吸着材において、汚泥は建設汚泥であり、固化物は、建設汚泥に無水石
膏とセメントを混合して得られた混合物を、粒状化し且つ炭酸ガスに接触させて得られた
ものであり、二酸化炭素吸着用であるものとすることができる。
　また、このとき、無水石膏の質量比は、混合物全量基準で７～８質量％であり、セメン
トの質量比は、混合物全量基準で１～２質量％であるものとすることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る吸着材は、優れた吸着能を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】本発明を適用した吸着材の倍率２５００倍の電子顕微鏡写真の写しである。
【図２】本発明を適用した吸着材の倍率５０００倍の電子顕微鏡写真の写しである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の吸着材は、粒状であり且つ多孔質の固化物を含むものである。
　また、図１は、本発明を適用した吸着材の倍率２５００倍の電子顕微鏡写真の写しであ
る。また、図２は、本発明を適用した吸着材の倍率５０００倍の電子顕微鏡写真の写しで
ある。
【００１４】
　図１および図２から明らかなように、本発明の吸着材の表面には多数の孔が形成されて
いる。図中の黒く見える箇所が孔である。
【００１５】
　また、本発明の吸着材は、次のようにして得られる。
【００１６】
　汚泥に、骨材とセメントと石膏と真砂土のうち少なくとも１つを混合する。
　ここで、汚泥としては、例えば、ベントナイト汚泥、河川ヘドロ、建設汚泥が挙げられ
る。
【００１７】
　また、「ベントナイト汚泥」は、主にベントナイトの高い膨潤性を利用し、基礎杭工の
側壁を保護することから使用等された余剰汚泥で、泥土が混じった汚泥であり、含水率の
高いものである。
【００１８】
　また、「河川ヘドロ」は、河川の底に沈殿した有機物などを含む泥であり、「河川低質
」とも呼ばれる。
【００１９】
　また、「建設汚泥」は、建設工事や土木工事にかかる掘削工事において発生する、含水
率が高い粒子の微細な泥状物である。また、建設汚泥は、ｐＨ＝１１～１２程度のアルカ
リ性の高い無機汚泥である。
【００２０】
　また、汚泥は、そのままでは軟らかすぎるため、固化剤として、骨材、セメント、また
は石膏が混合される。
【００２１】
　また、骨材としては、例えば、細骨材、粗骨材が挙げられる。また、粗骨材としては、
例えば６号砕石が挙げられる。
【００２２】
　また、石膏としては、例えば無水石膏が挙げられる。また、無水石膏としては、例えば
、廃石膏ボードを再生させたものが挙げられる。
【００２３】
　また、真砂土は、花崗岩が風化した土壌である。そして酸性の土なので、汚泥のｐＨを
下げるために混合される。
【００２４】
　例えば、混合物全量基準で、建設汚泥に、無水石膏５～１０質量％とセメント１～５質
量％を混合する。好ましくは、混合物全量基準で、建設汚泥に、無水石膏７～８質量％と
セメント１～２質量％を混合する。
【００２５】
　また、例えば、混合物全量基準で、建設汚泥に、６号砕石５～１０質量％と真砂土０．
５～２質量％を混合する。好ましくは、混合物全量基準で、建設汚泥に、６号砕石７～８
質量％と真砂土１～１．５質量％を混合する。
【００２６】
　次に、得られた混合物を、造粒機などを用いて粒状化する。
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【００２７】
　そして、粒状化された混合物を、炭素を含む被燃焼物が燃焼して発生した燃焼ガスに接
触させる。なお、「粒状化された混合物」は、以下、「粒状混合物」とする。
　ここで、炭素を含む被燃焼物としては、例えば、廃タイヤ、木材が挙げられる。
【００２８】
　粒状混合物を燃焼ガスに接触させる方法は、具体的には例えば、粒状混合物が入れられ
たロータリーキルン内に、燃焼炉内で廃タイヤが燃焼して発生した燃焼ガスを導入して、
粒状混合物を燃焼ガスに接触させる方法が挙げられる。
【００２９】
　このとき、ロータリーキルンを回転させながら、ロータリーキルン内に燃焼ガスを導入
する。
　ここで、ロータリーキルンを回転させているので、粒状混合物が燃焼ガスに、まんべん
なく接触できる。
【００３０】
　また、粒状混合物は、燃焼ガスによって加熱乾燥され、そして硬化される。この加熱乾
燥の際に、粒状混合物の中に小さな気泡が発生し、そして硬化されるので、多孔質となる
。
【００３１】
　また、炭素を含む被燃焼物が燃焼すると、炭酸ガスが発生するので、燃焼ガスの中には
炭酸ガスが含まれている。
　そして、燃焼ガスが粒状混合物に接触する、すなわち燃焼ガス中の炭酸ガスが粒状混合
物に接触するので、炭酸ガスと、粒状混合物の中に含まれるアルカリ成分とが接触し、両
者が中和反応して粒状混合物のｐＨが８．６以下にまで低下する。
【実施例】
【００３２】
　次に、本発明の吸着材のセシウム吸着能を調べるために実験を行なった。
　実験に使用した本発明の吸着材を次のようにして作製した。
　すなわち、混合物全量基準で、アルカリ性を示す建設汚泥（ｐＨ１１．５）に、無水石
膏８質量％とセメント１質量％を混合した。そして、得られた混合物を、造粒機を用いて
粒状化した。
【００３３】
　次に、得られた粒状混合物をロータリーキルンに入れた。
　そして、粒状混合物が入れられたロータリーキルンを回転させながら、燃焼炉内で廃タ
イヤが約１２００℃で燃焼して発生した燃焼ガスをロータリーキルン内に導入し、粒状混
合物を充分に加熱乾燥して硬化させた。
【００３４】
　その後、ロータリーキルンから、硬化した粒状混合物を取出した。すなわち、粒状であ
り且つ多孔質の固化物である本発明の吸着材である。
【００３５】
　［本発明の吸着材へのセシウム（Ｃｓ）イオン吸着実験１］
　得られた本発明の吸着材のうち、不織布を通過してしまうものを除去し、残った本発明
の吸着材１００ｇを不織布製の袋に詰めた。
　そして、この袋を、２種類の塩化セシウム（ＣｓＣｌ）水溶液にそれぞれ浸漬した。
　すなわち、濃度が～１０ｐｐｍの塩化セシウム水溶液（Ａ水溶液）と、濃度が～１ｐｐ
ｍの塩化セシウム水溶液（Ｂ水溶液）である。
【００３６】
　また、本発明の吸着材が詰められた袋を浸漬している間、Ａ水溶液およびＢ水溶液それ
ぞれをマグネティックスターラーで撹拌した。
【００３７】
　そして、袋を浸漬してから一定時間経過ごとに、Ａ水溶液およびＢ水溶液それぞれの溶
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【００３８】
【表１】

【００３９】
　表１において「０ｈ」は、袋を浸漬する前であることを示している。また、表１におい
て、例えば「２ｈ」は、袋を浸漬してから２時間経過した時点を示している。
【００４０】
　また、測定して得られたセシウムイオン濃度から、本発明の吸着材のセシウムイオン相
対吸着量を次の式１に基づき算出した。結果を表２に示す。
　｛（吸着前の濃度－各時間での濃度）÷吸着前の濃度｝×１００（％）　　（式１）
【００４１】
【表２】

【００４２】
　表２から判るように、セシウムイオン相対吸着量は、セシウムイオン濃度により差が生
じて、セシウムイオン濃度が高い溶液の方が、見かけ上、吸着量が高かった。
【００４３】
　実際は、セシウムイオンもアルカリイオンであることから、土壌中の他のアルカリイオ
ンの影響を受けることが予想されるが、他の妨害イオンの影響を受けなければ、セシウム
イオンの濃度にもよるが、最大約７０％の吸着量を期待できる。
【００４４】
　また、本発明の吸着材は汚泥を用いて作製されているので、汚泥中に生息していた微生
物が本発明の吸着材中においても生きており、この微生物が、セシウムイオンを生物処理
すなわち、セシウムイオンを吸着したり、セシウムイオンを細胞内に取り込んだりしてい
ると考えられる。
【００４５】
　［本発明の吸着材へのセシウム（Ｃｓ）イオン吸着実験２］
　放射性セシウムを溶解させたクエン酸アンモニウム水溶液１２ｇに、本発明の吸着材１
ｇを入れて２日間放置した。
　その後、本発明の吸着材が入れられたクエン酸アンモニウム水溶液を遠心分離器で分離
した。
【００４６】
　そして、分離された、本発明の吸着材入りクエン酸アンモニウム水溶液を孔径０．２μ
ｍのフィルターでろ過した後、溶液の放射線量を測定した。
　放射線量は、近畿大学原子力研究所ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した。結果
を表３に示す。
【００４７】
　なお、表３の数値は、本発明の吸着材を入れていない溶液の放射線量を「１」としたと
きの相対値で示した。また、本発明の吸着材を入れていない溶液のＣｓ－１３４放射線量
は、０．３４６（Ｂｑ／ｇ）であり、本発明の吸着材を入れていない溶液のＣｓ－１３７
放射線量は、０．８２５（Ｂｑ／ｇ）であった。
【００４８】
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【表３】

【００４９】
　表３から判るように、本発明の吸着材が入れられた溶液のＣｓ－１３４放射線量および
Ｃｓ－１３７放射線量は、本発明の吸着材が入れられていない溶液そのままのＣｓ－１３
４放射線量およびＣｓ－１３７放射線量に比べて約１５％低下した。
【００５０】
　すなわち、溶液中の放射性セシウムイオンが、本発明の吸着材に約１５％吸着されたと
考えられる。
　吸着実験２では２日間しか放置していないが、さらに長く放置すればさらに多く吸着さ
れると考えられる。
【００５１】
　また、吸着実験２は、吸着実験１に比べて吸着量が少ないが、これは、吸着実験２では
共存イオンとして、放射性ではないセシウムイオンや、クエン酸イオンや、アンモニウム
イオンが存在し、これらが吸着量を低下させていると考えられる。
【００５２】
　また、吸着実験２は、硫安（硫酸アンモニウム）などの肥料散布が原因で土壌が酸性化
し、粘土成分に吸着されたセシウムイオンが解離して水に溶けだしてくるような状態を想
定して行なった。
【００５３】
　［本発明の吸着材へのセシウム（Ｃｓ）イオン吸着実験３］
　日本国福島県飯舘村において採取された、放射性セシウムが入り込んだ土壌を使って、
次の５種類の試料を用意した。
　［試料１］放射性セシウム入り土壌のみ
　［試料２］放射性セシウム入り土壌２２３ｇ＋本発明の吸着材１６９ｇ
　［試料３］放射性セシウム入り土壌２３４ｇ＋本発明の吸着材２２ｇ
　［試料４］放射性セシウム入り土壌２２９ｇ＋本発明の吸着材１７６ｇ＋水１７２ｇ
　［試料５］放射性セシウム入り土壌２４０ｇ＋本発明の吸着材２３ｇ＋水１８９ｇ
【００５４】
　ここで、試料２および試料３は、ステンレス製乳鉢に放射性セシウム入り土壌と、粒状
の本発明の吸着材とを加え、乳棒で粒状の本発明の吸着材を潰しながら混合し、この混合
物を乾燥させて得られたものである。
【００５５】
　また、試料４および試料５は、放射性セシウム入り土壌に粒状の本発明の吸着材を加え
て、本発明の吸着材を潰さずにスパチュラーで充分かき混ぜて、さらにこの混合物に水を
加えて２日間放置した後に上水を捨て、混合物を乾燥させて得られたものである。
【００５６】
　そして、試料１～５の放射線量を測定した。放射線量は、近畿大学原子力研究所ゲルマ
ニウム半導体検出器を用いて測定した。結果を表４に示す。
【００５７】
　なお、表４の数値は、試料１の放射能を「１」としたときの相対値で示した。また、試
料１のＣｓ－１３４放射能は、１０４５５．９±１１０．５（Ｂｑ／ｋｇ）であり、試料
１のＣｓ－１３７放射能は、１６６０５．２±１４３．６（Ｂｑ／ｋｇ）であった。
【００５８】
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【表４】

【００５９】
　表３および表４から判るように、放射線量は異なるが、放射性セシウムが溶解した溶液
に対して本発明の吸着材を用いた場合と、放射性セシウムが混入した土壌に対して本発明
の吸着材を用いた場合すなわち試料３は、どちらも放射性セシウムを含んだ対象物の量に
対して、本発明の吸着材の量が１／１０であり、そして略同じ放射線量低減効果を示した
。
【００６０】
　また、試料２や試料４のように、加えた本発明の吸着材の量が多ければ、放射線量を約
３０％低下させることが判った。
【００６１】
　［本発明の吸着材の二酸化炭素吸着能］
　時期を互いに１か月ずらして採取された２つの建設汚泥（ｐＨ１１．５）それぞれに、
混合物全量基準で、無水石膏７質量％とセメント２質量％を混合した。そして、得られた
混合物を、造粒機を用いて粒状化した。
【００６２】
　次に、得られた粒状混合物をロータリーキルンに入れた。
　そして、粒状混合物が入れられたロータリーキルンを回転させながら、燃焼炉内で廃タ
イヤが約１２００℃で燃焼して発生した燃焼ガスをロータリーキルン内に導入し、粒状混
合物を充分に加熱乾燥して硬化させた。
【００６３】
　その後、ロータリーキルンから、硬化した粒状混合物を取出した。すなわち、粒状であ
り且つ多孔質の固化物である本発明の吸着材である。
【００６４】
　そして、本発明の吸着材を、１３ｍｍ以下のものと、１３ｍｍ超４０ｍｍ以下のものと
に分級した。
　次に、分級された本発明の吸着材を粉末化し、この粉末に純水を加えて含水率１５％に
調整して試料とし、得られた４つの試料をグローブボックス内に設置した。
【００６５】
　ここで、先に採取された建設汚泥を用いて得られた本発明の吸着材のうち、１３ｍｍ以
下のものを粉末化して得られた試料を「試料６」とし、１３ｍｍ超４０ｍｍ以下のものを
粉末化して得られた試料を「試料７」とする。
　また、１か月後に採取された建設汚泥を用いて得られた本発明の吸着材のうち、１３ｍ
ｍ以下のものを粉末化して得られた試料を「試料８」とし、１３ｍｍ超４０ｍｍ以下のも
のを粉末化して得られた試料を「試料９」とする。
【００６６】
　そして、濃度１５ｖ／ｖ％の二酸化炭素ガスを７２時間グローブボックスに流通させ、
試料の炭酸化を行なった。炭酸化後、各試料の炭酸含有量を測定した。結果を表５に示す
。
【００６７】
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【表５】

【００６８】
　表５から判るように、本発明の吸着材の飽和炭酸量は、４．４～７．５％であり、粒径
が大きい方が飽和炭酸量の値も大きかった。
【００６９】
　また、表５に示した飽和炭酸量から、各試料の初期炭酸量を差し引くことで、本発明の
吸着材が有する潜在的炭酸化能すなわち、二酸化炭素吸着量を求めた。結果を表６に示す
。
　ここで、「初期炭酸量」とは、本発明の吸着材の製造過程において吸着した炭素量を示
す。
【００７０】
【表６】

【００７１】
　表６から判るように、本発明の吸着材の二酸化炭素吸着量は概ね０．６４～１．１３ｍ
ｍｏｌ／ｇであることが求められた。また、本発明の吸着材の嵩密度は概ね１．４ｇ／ｃ
ｍ３であり、含水率は１４．２～１６．０％の範囲にあることから、本発明の吸着材１ｍ
３あたりの二酸化炭素吸着量は０．０３４～０．０５９ｔ－ＣＯ２と見積られる。
【００７２】
　また、汚泥中に生息していた微生物が本発明の吸着材中においても生きており、この微
生物が、二酸化炭素を生物処理すなわち、二酸化炭素を吸着したり、二酸化炭素を細胞内
に取り込んだりしていると考えられる。
【００７３】
　このように、本発明の吸着材は、セシウムイオンや二酸化炭素を吸着する優れた能力を
有することが判る。
　また、本発明の吸着材は、孔内にセシウムイオンや二酸化炭素を吸着するだけでなく、
微生物が、セシウムイオンや二酸化炭素を生物処理、すなわちセシウムイオンや二酸化炭
素を吸着したり、セシウムイオンや二酸化炭素を細胞内に取り込んだりしている。
　従って、ゼオライトとは異なり、本発明の吸着材は、吸着した物質を放出しない。
【００７４】
　また、本発明の吸着材中には微生物が生きているので、本発明の吸着材を田畑に散布し
ておくと、固い土を軟らかくすることができ、速やかに土壌を改良することができる。
　また、本発明の吸着材は、土を軟らかくすることができるので、本発明の吸着材が散布
された畑の作物は根が生育しやすくなり、収穫量が増えると共に、美味しい作物が得られ
る。
　また、本発明の吸着材は、燃焼ガスに含まれる炭酸ガスによって充分に中和されてｐＨ
８．６以下になっているので、田畑に散布されても土壌に悪影響はない。



(9) JP 6198645 B2 2017.9.20

【００７５】
　また、本発明の吸着材は、多孔質であり、そして微生物を保有していることから、脱臭
効果も有する。
【００７６】
　従って、本発明の吸着材は、多孔質であり、そして微生物を保有していることから、セ
シウムイオンや二酸化炭素だけでなく、様々な物質を吸着できると言える。
【００７７】
　また、本発明の吸着材は、産業廃棄物である建設汚泥を利用して作製されるので、産業
廃棄物の再利用にも貢献することができる。

【図１】

【図２】
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